（第三面）
建築物（駐車場を含む。）及びこれに附属する施設に関する整備項目の整備基準に関する事項（その１）
	廊下等
	適　否
	※

	粗面又は滑りにくい表面
	
	

	階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分に点状ブロック等の敷設
	
	


	階段
	適　否
	※

	踊場を除き、手すりの設置
	
	

	粗面又は滑りにくい表面
	
	

	踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる段
	
	

	段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない段
	
	

	段がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設
	
	

	主たる階段の回り段の禁止
	
	


	傾斜路
	適　否
	※

	勾配が12分の１を超え、又は高さが16㎝を超える傾斜がある部分に手すりを設置
	
	

	粗面又は滑りにくい表面
	
	

	前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる傾斜路
	
	

	傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等の敷設
	
	


	便所
	適　否
	※

	便所を設ける場合の１以上の便所の基準
	車椅子使用者用便房の基準
	車椅子使用者用便房を１以上設置
	
	

	
	
	車椅子使用者用便房の構造
	腰掛便座、手すり等の適切な配置
	
	

	
	
	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保
	
	

	
	人工肛門又は人口膀胱を使用している者のための洗浄設備等を備えた便房を１以上設置
	
	

	
	乳幼児を座らせることができる設備を備えた便房を１以上設置
	
	

	小便器を設ける場合の１以上の小便器の基準
	床置式、壁掛式（受け口の高さ35cm以下）、その他これらに類する小便器の設置
	
	

	
	操作が容易な洗浄装置
	
	

	
	手すりの設置
	
	

	便所を設ける場合の共通基準
	濡れても滑りにくい仕上げの床
	
	

	
	車椅子使用者が使用する際に支障となる段の禁止
	
	

	
	１以上の操作が容易な手洗いの水栓器具
	
	

	
	手洗いの高さ75cm～80cm、下部に高さ65cm以上で奥行き45cm以上の蹴込みの設置
	
	



（第四面）
建築物（駐車場を含む。）及びこれに附属する施設に関する整備項目の整備基準に関する事項（その２）
	宿泊施設の客室
	適　否
	※

	客室総数50以上の場合の基準
	車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上設置
	
	

	
	車椅子使用者用客室の基準
	便所の基準
	車椅子使用者用便房を設置
	
	

	
	
	
	車椅子使用者用便房及び便所の出入口
	幅80cm以上
	
	

	
	
	
	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	

	
	
	浴室又はシャワー室の基準
	浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置
	
	

	
	
	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保
	
	

	
	
	
	出入口
	幅80cm以上
	
	

	
	
	
	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	


	敷地内の通路
	適　否
	※

	粗面又は滑りにくい表面
	
	

	段がある部分の基準
	手すりの設置
	
	

	
	踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる段
	
	

	
	段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない段
	
	

	傾斜路の基準
	勾配が12分の１を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾斜がある部分に手すりの設置
	
	

	
	前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる傾斜路
	
	


	駐車場
	適　否
	※

	車椅子使用者用駐車施設の設置（100区画未満１以上、100区画以上２以上）
	
	

	車椅子使用者用駐車施設の基準
	幅350cm以上
	
	

	
	車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さが短い位置に設置
	
	

	
	積雪、落雪、路面凍結等に十分配慮し、車椅子使用者等が安全に利用できる場所に設置
	
	


	利用円滑化経路
	適　否
	※

	階段又は段の禁止（傾斜路、エレベーター等を併設するもの等を除く）
	
	

	利用円滑化経路を構成する出入口の基準
	幅80cm以上
	
	

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	

	
	直接地上へ通ずる出入口には、出入りの際の風雨、雪等の影響をできるだけ少なくするため、屋根、ひさし、車寄せ上屋等の設置
	
	

	利用円滑化経路を構成する廊下等の基準
	幅120cm以上
	
	

	
	50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所の設置
	
	

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	

	
	壁面の突出物の禁止又は視覚障害者の通行に支障が生じないよう必要な措置
	
	

	
	医療施設及び社会福祉施設にあっては、必要に応じて手すりの設置
	
	


（第五面）
建築物（駐車場を含む。）及びこれに附属する施設に関する整備項目の整備基準に関する事項（その３）
	利用円滑化経路
	適　否
	※

	利用円滑化経路を構成する傾斜路の基準
	幅は、階段に代わる場合120cm以上、階段に併設する場合90cm以上
	
	

	
	勾配12分の１以下（高さ16㎝以下の場合８分の１以下）
	
	

	
	高さが75㎝を超える場合、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置
	
	

	床面積の合計が2,000㎡以上の建築物には、利用円滑化経路を構成するエレベーターを設置
	
	

	利用円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーの基準
	籠は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止
	
	

	
	籠及び昇降路の出入口の幅80cm以上
	
	

	
	籠の奥行き135㎝以上
	
	

	
	乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行き150cm以上
	
	

	
	籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置
	
	

	
	籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置の設置
	
	

	
	乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置
	
	

	
	床面積の合計が2,000㎡以上の建築物
	籠の幅140cm以上
	
	

	
	
	籠は、車椅子の転回に支障がない構造
	
	

	
	不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビー
	籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置の設置
	
	

	
	
	籠内及び乗降ロビーに、視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置
	
	

	
	
	籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設置
	
	

	利用円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他昇降機の基準
	エレベーター
	平成12年建設省告示第1413号第１第９号に規定する構造
	
	

	
	
	籠の幅70㎝以上、かつ、奥行き120㎝以上
	
	

	
	
	車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合は、籠の幅及び奥行きを十分に確保
	
	

	
	エスカレーター
	平成12年建設省告示第1417号第１ただし書に規定する構造
	
	

	利用円滑化経路を構成する敷地内の通路の基準
	幅120㎝以上
	
	

	
	50ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所の設置
	
	

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	

	
	傾斜路
	幅は、段に代わる場合120cm以上、段に併設する場合90cm以上
	
	

	
	
	勾配12分の１以下（高さ16㎝以下の場合８分の１以下）
	
	

	
	
	高さが75㎝を超える場合、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置
	
	

	
	
	手すりの設置
	
	

	
	
	踊場及び傾斜路に接する敷地内の通路の色と明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる傾斜路
	
	

	
	
	必要に応じて、ひさしを設けるなど凍結時等の通行に支障が生じない構造
	
	

	排水溝を設ける場合の溝蓋の基準
	滑りにくい仕上げ
	
	

	
	車椅子のキャスター等が落ち込まないもの
	
	


（第六面）
建築物（駐車場を含む。）及びこれに附属する施設に関する整備項目の整備基準に関する事項（その４）
	標識
	適　否
	※

	エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識の設置
	
	

	見やすい位置に設置
	
	

	表示すべき内容が容易に識別できるもの
	
	


	案内設備
	適　否
	※

	エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板の設置
	
	

	エレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字等の方法により視覚障害者に示すための設備の設置
	
	

	案内所の設置（案内所を設置する場合は、上記設備の設置不要）
	
	


	案内設備までの経路
	適　否
	※

	道等から案内設備又は案内所までの経路の１以上を視覚障害者移動等円滑化経路
	
	

	視覚障害者移動等円滑化経路の基準
	線状ブロック等及び点状ブロック等の敷設、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備の設置
	
	

	
	敷地内の通路
	車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設
	
	

	
	
	段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設
	
	


	洗面所
	適　否
	※

	１以上の洗面所の基準
	濡れても滑りにくい仕上げの床面
	
	

	
	１以上の洗面器への操作が容易な水栓器具の設置
	
	

	
	上記の洗面器の高さ75～80㎝、下部に高さ65㎝以上で奥行き45㎝以上の蹴込みの設置
	
	


	浴室
	適　否
	※

	１以上の浴室の基準
	浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置
	
	

	
	車椅子使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保
	
	

	
	１以上の操作が容易な水栓器具の設置
	
	


	観覧席
	適　否
	※

	車椅子使用者用観覧席の基準
	１席当たり幅90㎝以上、奥行き120㎝以上
	
	

	
	車椅子使用者用観覧席の確保（100以下１以上、400以下２以上、600以下３以上他）
	
	

	
	水平な床
	
	

	当該観覧席に通ずる１以上の通路の基準
	幅120㎝以上
	
	

	
	傾斜路
	勾配12分の１以下（高低差16㎝以下の場合８分の１以下）
	
	

	
	
	粗面又は滑りにくい表面
	
	



（第七面）
建築物（駐車場を含む。）及びこれに附属する施設に関する整備項目の整備基準に関する事項（その５）

	カウンター及び記載台
	適　否
	※

	１以上のカウンター等の高さ75㎝程度、下部に高さ65㎝以上で奥行き45㎝以上の蹴込みの設置
	
	


	公衆電話台
	適　否
	※

	１以上の電話台の下部に高さ65cm以上で奥行き45cm以上の蹴込みの設置、プッシュボタンの高さ90cm以上100cm以下
	
	

	上記の電話台に通ずる出入口を設ける場合の基準
	幅80㎝以上
	
	

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
	
	


	休憩の場所
	適　否
	※

	床面積が5,000㎡以上の公共的施設への設置
	
	


	授乳及びおむつ替えの場所
	適　否
	※

	床面積が5,000㎡以上の公共的施設への設置
	
	


	水飲み場
	適　否
	※

	１以上の水飲み器の基準
	飲み口の高さ75㎝程度、下部に高さ65㎝以上で車椅子使用者の使用に支障がない奥行きを有する蹴込みの設置
	
	

	
	操作が容易な水栓器具の設置
	
	


	現金自動支払機及び券売機
	適　否
	※

	１以上の現金自動支払機及び券売機の基準
	操作盤の高さ130㎝以下
	
	

	
	視覚障害者の円滑な操作のための表示
	
	

	上記の現金自動支払機に通ずる出入口の基準
	幅80㎝以上
	
	

	
	戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、前後の高低差の禁止
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